
様式第１号（第６条関係） 
 

仙北市結婚新生活支援事業補助金交付申請書 
 

  年  月  日 

仙北市長 様 

申請者 住所  

 氏名     

 電話番号   
 

同意事項 
※同意する場合に☑ 

☐ 本申請にあたり、私及び配偶者の市税の納付状況について、市長が 
公簿等により確認することに同意します。 

☐ 【住宅取得、住宅リフォームの補助を申請する場合のみ】 
他の補助制度との併用に係る注意事項を確認のうえ順守します。 

申
請
者 

氏 名 
（ふりがな）  

生年月日 
昭和・平成 婚姻時 

年齢 
 歳 

  年  月  日 

確認事項 
※該当する 
ものに☑ 

☐ 就労している  ☐ 就労していない    

☐ 他の公的制度による家賃補助等を受けていない 

☐ 他の自治体での受給を含め、過去にこの制度に基づく補助を受けたことがない 

配
偶
者 

氏 名 
（ふりがな）  

生年月日 
昭和・平成 婚姻時 

年齢 
 歳 

  年  月  日 

確認事項 
※該当する 
ものに☑ 

☐ 就労している  ☐ 就労していない    

☐ 他の公的制度による家賃補助等を受けていない 

☐ 他の自治体での受給を含め、過去にこの制度に基づく補助を受けたことがない 

婚 姻 日  年  月  日   

新居に住民票をおいた日 (夫) 年  月  日 (妻) 年  月  日 

所   得 (夫)  円 (妻)  円 (合計)  円 

 貸与型奨学金返済額 (夫)  円 (妻)  円 (合計)  円 

事
業
内
訳 

住居費 

(購入) 

住宅を取得した日 年   月   日  

取得費用 (Ａ)   円  

住居費 

(リフォーム) 

契約締結年月日 年   月   日  

工事額   円  

併用する補助金 
☐ 無 ☐ 有（名称:  ） 

   （受給額：  円 ） 

リフォーム費用(Ｂ)   円  

住居費 

(賃借) 

契約締結年月日 年   月   日  

家  賃 

① 賃料 月額  円 × カ月 

② 共益費 月額  円 × カ月 

③ 住宅手当 月額  円 × カ月 

実質負担額(①＋②－③) ＝  円  

敷金・礼金 (敷金)  円 (礼金)  円 

仲介手数料   円  

賃借費用 (Ｃ)   円  

引越費用 
引越しを行った日 年   月   日  

引越費用 (Ｄ)   円  

合計(Ｅ)＝(Ａ)＋(Ｂ)＋(Ｃ)＋(Ｄ)   円  

補助申請額 
※合計(Ｅ)と上限額を比較し低い方の額 
※1,000円未満の端数切り捨て 

  円  

仙北市結婚新生活支援事業補助金の交付を受けたいので、仙北市結婚新生活支援事業補助

金交付要綱第６条の規定により、次のとおり申請します。 

 



添
付
書
類 

 ☐ 戸籍謄本もしくは婚姻届受理証明書（婚姻日及び夫婦の生年月日が確認できるもの） 

 ☐ 夫婦の住民票 

 
☐ 夫婦の所得証明書 

※申請日が 1月 1日～5月 31日の場合は、前年 1月 1日現在の住所地で発行されたもの 

※申請日が 6月 1日～12月 31日の場合は、当年 1月 1日現在の住所地で発行されたもの 

 
☐ 夫婦の市税に滞納がないことを証明する納税証明書 

※市税の納付状況を市長が確認することに同意した場合は省略することができる。 

 ☐ 本人確認書類の写し（運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等） 

 【住居を取得した場合】 

 ☐ 売買契約書又は工事請負契約書の写し 

 ☐ 取得日が確認できる引き渡し証明書もしくは建物の登記事項証明書の写し 

 ☐ 取得費用を支払ったことが確認できる領収書等の写し 

 【住居をリフォームした場合】 

 ☐ 工事請負契約書又は請書の写し 

 ☐ 併用が可能である他の補助金を受給している場合、補助金交付決定通知書の写し 

 ☐ リフォーム費用を支払ったことが確認できる領収書等の写し 

 【住居を賃借している場合】 

 ☐ 賃貸借契約書の写し 

 ☐ 賃借費用を支払ったことが確認できる領収書等の写し 

 
☐ 住宅手当支給証明書（様式第２号） 

※夫婦ともに就労している場合は、それぞれの分 

 ☐ 【引越費用の場合】引越しに係る費用の領収書等の写し 

 ☐ 【貸与型奨学金を返済している場合】返済額が確認できる書類の写し 

 ☐ 【他の公的制度による家賃補助等を受けている場合】補助額がわかる書類の写し 

 ☐ その他（                                 ） 

 

【本制度による住宅取得、住宅リフォームの補助と、他の補助制度との併用に係る注意事項】 

（１）国の他の住宅に係る補助制度との併用 

下記の補助制度との併用はできません。ただし、住宅リフォームにおいては請負工事契約が別

かつ工期が別である場合は併用が可能です。 

・こどもみらい住宅支援事業 

・地域型住宅グリーン事業 

・ネット・ゼロ・エネルギーハウス実証事業 

・戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)化等支援事業及び集合住宅の省 CO2化促進事業 

・こどもエコすまい支援事業 

・長期優良住宅化リフォーム推進事業 

・住宅・建築物安全ストック形成事業 

・次世代省エネ建材支援事業 

・既存住宅における断熱リフォーム支援事業 

・住宅エコリフォーム推進事業 

・住宅・建築物省エネ改修推進事業 

・高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金 

・住宅の断熱性向上のための先進的設備導入促進事業 

※上記以外の国の他の補助制度との併用については、個別にご相談ください。 

（２）県の他の住宅に係る補助制度との併用 

下記の補助制度との併用については、本制度による補助金とリフォーム補助金の支給額の合計

が、対象経費（工事額）を超えない場合に限り併用が可能です。 

・あきた安全安心住まい推進事業関係補助金 

※上記補助金を申請する場合は、本制度による受給額を必ず申告してください。 

 


